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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は、中間連結財務諸表を作成していませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載していません。 

２．売上高には、消費税等は含まれていません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、記載していません。 

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期 

会計期間 

自平成15年 
７月１日 
至平成15年 
12月31日 

自平成16年 
７月１日 
至平成16年 
12月31日 

自平成17年 
７月１日 
至平成17年 
12月31日 

自平成15年 
７月１日 
至平成16年 
６月30日 

自平成16年 
７月１日 
至平成17年 
６月30日 

売上高（千円） 430,859 414,989 466,613 749,152 843,073 

経常利益（千円） 75,704 4,624 9,922 54,582 32,572 

中間（当期）純利益（千円） 40,065 1,901 5,221 30,261 16,967 

持分法を適用した場合の投資

利益（千円） 
－ － － － － 

資本金（千円） 250,150 251,050 251,050 250,150 251,050 

発行済株式総数（株） 23,640 23,820 23,820 23,640 23,820 

純資産額（千円） 555,287 537,671 552,025 545,484 552,737 

総資産額（千円） 649,236 622,657 619,369 623,847 616,303 

１株当たり純資産額（円） 23,511.21 22,653.11 23,257.85 23,096.13 23,287.85 

１株当たり中間（当期）純利

益（円） 
1,696.38 80.57 220.01 1,281.30 716.86 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益（円） 
1,613.12 76.66 210.18 1,216.80 683.45 

１株当たり中間（年間）配当

額（円） 
－ － － 250.00 250.00 

自己資本比率（％） 85.5 86.4 89.1 87.4 89.7 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
87,708 △63,337 60,570 172,005 △135,954 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
654 △11,259 1,347 △2,852 △43,271 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△5,687 △9,473 △5,820 △5,732 △9,525 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
365,280 361,954 313,372 446,025 257,274 

従業員数（人） 42 48 47 50 50 



２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社が営む事業内容について、重要な変更はありません。また、関係会社における異動

もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間会計期間において、関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は、就業人員です。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移しています。 

  平成17年12月31日現在

従業員数（人） 47 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間会計期間の我が国経済状況は、企業の設備投資、個人消費など全般的に好調に推移し、平成17年10月-

12月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）が５％を上回る高い経済成長率を示しているように確実に活性化しておりま

す。ＩＴ市場においても、同様に顧客の投資意欲は強まりを見せており、当社の事業領域であるＥＲＰ市場にお

いては、平成17年度のＥＲＰパッケージライセンスの市場規模は、平成16年度に対して9.5％増が見込まれてお

ります。 

 ＳＡＰの市場においては、特に中堅企業向けの案件が活発化しておりますが、他ＥＲＰパッケージとの競合、

ＳＡＰサービスプロバイダー間の競争はますます激しくなっており、顧客において、投資効果を重視する傾向も

相まって、効果とコストパフォーマンスを巡るコンペティターとの競争は極めて激しくなっております。 

 このような経営環境において当社は、中堅企業向けのＥＲＰ市場において、前期より引き続いて、①平成16年

末に開設いたしました東京営業所での首都圏、中部・東日本の市場に対する営業推進、②ＳＡＰ社、ハードベン

ダー等のアライアンス先本社部門との関係強化、③中堅企業向け市場をリードするコストパフォーマンスの高い

製品－ＩＰＳパブリックパッケージ・エントリーの販売活動、以上を推進して参りました。特に営業活動におい

ては、各種マーケティング媒体を活用して多くの企業へアクセスし、見込み客発掘に向けた試行を進めておりま

す。これらの結果、中間会計期間末に、Ｒ/３関連プロジェクト２案件の受注追加となり一定の成果が上がりつ

つある状況と感じております。 

 これらの取り組みの結果、売上高４億６千６百万円（前年同期比12.4％増）、営業利益９百万円（前年同期比

109.7％増）、経常利益９百万円（前年同期比114.6％増）、中間純利益５百万円（前年同期比174.5％増）とな

りました。売上高につきましては前年同期比増となりましたが、これは、従来開発期間１年以上かつ請負金額１

億円以上の長期大規模開発について進行基準を適用していたものをすべての請負開発について進行基準を適用す

ることに会計方針を変更したことによる影響が主たる要因であります。しかし、経常利益、中間純利益につきま

しては、受注活動の活発化に伴う営業諸経費の増加、特定プロジェクトで追加費用発生の影響等により見込み値

を下回る結果となりました。 

  

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間会計期間末に比べ４千８百万

円減少（前年同期比13.4％減）し、当中間会計期間末には３億１千３百万円になりました。 

 当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は６千万円（前年同期は６千３百万円の支出）となりました。 

 これは主に仕入債務の減少額５百万円があったものの、税引前中間純利益９百万円、売上債権の減少額３千７百

万円があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は１百万円（前年同期は１千１百万円の支出）となりました。 

 これは主に貸付金の回収による収入１百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は５百万円（前年同期は９百万円の支出）となりました。  

 これは配当金の支払額５百万円によるものです。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間会計期間の生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりです。 

 （注）１．金額は、販売価格によっています。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

(2）外注実績 

 当中間会計期間の外注実績を事業の部門別に示すと、次のとおりです。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

(3）受注実績 

 当中間会計期間の受注実績を事業の部門別に示すと、次のとおりです。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

事業部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

Ｒ／３導入事業 377,933 96.2 

保守その他事業 76,110 148.5 

合計 454,044 102.3 

事業部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

Ｒ／３導入事業 57,889 75.7 

保守その他事業 4,470 85.2 

合計 62,360 76.3 

事業部門別 
受注高 
（千円） 

前年同期比 
（％） 

受注残高 
（千円） 

前年同期比 
（％） 

Ｒ／３導入事業 619,659 115.4 452,742 108.9 

保守その他事業 55,655 183.2 21,500 43.0 

合計 675,315 119.0 474,242 101.8 



(4）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりです。 

 （注）１．最近２中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで

す。 

２．本表の金額には、消費税等は含まれていません。 

３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 当社の研究開発活動は主として日々バージョンアップされるＲ/３の新機能の検証を行っています。Ｒ/３を導入す

る過程で、Ｒ/３の基本機能には用意されていない特殊業務の開発を順次行っていますが、その前提となる付与され

た新機能の細部までの検証と、他機能との関連を予め十分に調査しておかなければ不具合の原因となります。 

 この綿密な基礎的検証活動は、Ｒ/３の導入においては、より高品質で短納期での導入を技術的に可能にし、高付

加価値を提供する源泉となっています。なお、当中間会計期間における当社の研究開発費は1,074千円です。 

事業部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

Ｒ／３導入事業 390,502 107.4 

保守その他事業 76,110 148.5 

合計 466,613 112.4 

相手先 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

岸本産業株式会社 106,560 25.7 173,397 37.2 

富士通株式会社 8,137 2.0 59,728 12.8 

日本電産シバウラ株式会社 132,574 31.9 52,750 11.3 

今中株式会社 6,300 1.5 51,728 11.1 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について重要な変更はありません。

また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 「提出日現在発行数」欄には、平成18年３月１日以降提出日までの新株予約権の行使（旧商法に基づき発行さ

れた新株引受権（ストックオプション）の権利行使を含みます。）により発行された株式数は含まれていませ

ん。 

(2）【新株予約権等の状況】 

 提出会社に対して新株の発行を請求できる権利（旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプ

ション）に関する事項は、次のとおりです。 

① 平成12年３月31日定時株主総会決議 

 （注）１．対象者は、死亡又は退職その他の事由により、当社取締役又は従業員の地位を喪失した場合、その地位喪失

時に未行使の新株引受権を行使することが出来ないことといたします。ただし、対象者が当該地位の喪失と

同時に当社の取締役、監査役、相談役、顧問もしくは従業員の地位を取得した場合を除くことといたしま

す。その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締

結した「新株引受権付与契約」において定めています。 

２．新株引受権の譲渡、質入その他一切の処分は認められないものといたします。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 88,480 

計 88,480 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年12月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年３月30日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 23,820 23,820 ジャスダック証券取引所 － 

計 23,820 23,820 － － 

  
中間会計期間末現在 
（平成17年12月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年２月28日） 

新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 840 840 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 10,000 10,000 

新株予約権の行使期間 
自 平成14年５月１日 

至 平成19年３月31日 

自 平成14年５月１日 

至 平成19年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格  10,000円 

資本組入額 5,000円 

発行価格  10,000円 

資本組入額 5,000円 

新株予約権の行使の条件 （注）１ （注）１ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２ （注）２ 



② 平成13年９月21日定時株主総会決議 

 （注）１．対象者は、死亡又は退職その他の事由により、当社取締役又は従業員の地位を喪失した場合、その地位喪失

時に未行使の新株引受権を行使することが出来ないことといたします。ただし、対象者が当該地位の喪失と

同時に当社の取締役、監査役、相談役、顧問もしくは従業員の地位を取得した場合を除くことといたしま

す。その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締

結した「新株引受権付与契約」において定めています。 

２．新株引受権の譲渡、質入その他一切の処分は認められないものといたします。 

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。 

① 平成16年９月24日定時株主総会決議 

（注）１．新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び従業員であることを要

するものとします。 

 (2) 新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失しま 

す。 

 (3) その他の権利行使の条件は、本総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の

割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところとします。 

２．新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。 

  
中間会計期間末現在 
（平成17年12月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年２月28日） 

新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 610 610 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 55,000 55,000 

新株予約権の行使期間 
自 平成15年10月１日 

至 平成23年８月31日 

自 平成15年10月１日 

至 平成23年８月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格  55,000円 

資本組入額 27,500円 

発行価格  55,000円 

資本組入額 27,500円 

新株予約権の行使の条件 （注）１ （注）１ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２ （注）２ 

  
中間会計期間末現在 
（平成17年12月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年２月28日） 

新株予約権の数 58 58 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 58 58 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 91,200 91,200 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年10月１日 

至 平成22年９月30日 

自 平成19年10月１日 

至 平成22年９月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格  91,200円 

資本組入額 45,600円 

発行価格  91,200円 

資本組入額 45,600円 

新株予約権の行使の条件 （注）１ （注）１ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２ （注）２ 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

 平成17年７月１

日～平成17年12月

31日 

－ 23,820 － 251,050 － 90,002 



(4）【大株主の状況】 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が18株含まれています。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数18個が含まれています。 

  平成17年12月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

有限会社ファウンテン 兵庫県三田市学園５－12－９ 7,200 30.2 

秋田 敏文 兵庫県三田市学園５－12－９ 1,880 7.8 

渡邉 寛 兵庫県西宮市樋之池町６－17－202 1,640 6.8 

田中 晴美 神戸市東灘区森北町７－17－６ 1,405 5.8 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－10 760 3.1 

久下 直彦 兵庫県三田市下青野866-66 363 1.5 

森田 哲也 兵庫県加古郡稲美町森安448 263 1.1 

榎 卓生 大阪市住之江区南港中４－７－21－215 203 0.8 

川越 孝司 滋賀県大津市西の庄５－42 200 0.8 

河野 俊二 大阪府豊中市千里園２－１－40 200 0.8 

計 － 14,114 59.2 

  平成17年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 85 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 23,735 23,735 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 23,820 － － 

総株主の議決権 － 23,735 － 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものです。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりです。 

  平成17年12月31日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社アイ・ピ

ー・エス 

神戸市中央区東川崎

町一丁目３番３号 
85 － 85 0.35 

計 － 85 － 85 0.35 

月別 平成17年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

最高（円） 139,000 128,000 117,000 133,000 160,000 135,000 

最低（円） 112,000 101,000 100,000 110,000 112,000 119,000 

  (1) 退任役員  

役名 職名 氏名 退任年月日 

 常務取締役  R/3事業部部長  西 茂雄 平成17年12月31日 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年７月1日から平成16年12月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし

書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しています。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成16年７月１日から平成16年12月31日ま

で）及び当中間会計期間（平成17年７月１日から平成17年12月31日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人

による中間監査を受けています。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成していません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   361,954   313,372 257,274   

２．売掛金   153,456   191,092 228,342   

３．たな卸資産   16,668   － 7,686   

４．その他   13,911   17,934 18,532   

流動資産合計     545,991 87.7 522,399 84.3   511,835 83.0

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１         

(1）建物   －   25,164 25,626   

(2）工具器具備品   10,548   7,657 8,857   

(3）土地   －   12,774 12,774   

(4）その他   7,006   － －   

有形固定資産合
計 

  17,555   45,596 47,257   

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア   21,529   13,893 17,711   

(2）その他   787   787 787   

無形固定資産合
計 

  22,317   14,681 18,499   

３．投資その他の資
産 

          

(1）差入保証金   29,603   29,723 29,693   

(2）その他   7,189   6,968 9,016   

投資その他の資
産合計 

  36,793   36,692 38,710   

固定資産合計     76,666 12.3 96,969 15.7   104,467 17.0

資産合計     622,657 100.0 619,369 100.0   616,303 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   18,007   3,747 8,784   

２．未払法人税等   2,926   5,883 4,242   

３．その他 ※２  52,067   44,211 34,962   

流動負債合計     73,001 11.7 53,843 8.7   47,989 7.8

Ⅱ 固定負債           

１．退職給付引当金   11,984   13,500 15,577   

固定負債合計     11,984 1.9 13,500 2.2   15,577 2.5

負債合計     84,985 13.6 67,343 10.9   63,566 10.3

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     251,050 40.3 251,050 40.5   251,050 40.7

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金   90,002   90,002 90,002   

資本剰余金合計     90,002 14.5 90,002 14.5   90,002 14.6

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金   936   936 936   

２．任意積立金   1,464   986 1,464   

３．中間（当期）未
処分利益 

  200,783   215,614 215,849   

利益剰余金合計     203,184 32.6 217,538 35.1   218,250 35.4

Ⅳ 自己株式     △6,565 △1.0 △6,565 △1.0   △6,565 △1.0

資本合計     537,671 86.4 552,025 89.1   552,737 89.7

負債資本合計     622,657 100.0 619,369 100.0   616,303 100.0 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     414,989 100.0 466,613 100.0   843,073 100.0 

Ⅱ 売上原価     294,130 70.9 322,303 69.1   569,145 67.5

売上総利益     120,859 29.1 144,309 30.9   273,927 32.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    116,208 28.0 134,557 28.8   241,237 28.6

営業利益     4,650 1.1 9,752 2.1   32,689 3.9

Ⅳ 営業外収益 ※２   81 0.0 169 0.0   98 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※３   107 0.0 － －   215 0.0

経常利益     4,624 1.1 9,922 2.1   32,572 3.9

Ⅵ 特別利益     12 0.0 － －   12 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４   253 0.0 49 0.0   244 0.1

税引前中間（当
期）純利益 

    4,384 1.1 9,873 2.1   32,340 3.8

法人税、住民税及
び事業税 

  1,802   4,532 17,288   

法人税等調整額   680 2,482 0.6 119 4,651 1.0 △1,914 15,373 1.8

中間（当期）純利
益 

    1,901 0.5 5,221 1.1   16,967 2.0

前期繰越利益     198,881 210,393   198,881 

中間（当期）未処
分利益 

    200,783 215,614   215,849 

            



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日)

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日)

前事業年度の要約キ
ャッシュ・フロー計

算書 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日)

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

        

１．税引前中間（当期）純利益   4,384 9,873 32,340 
２．減価償却費   6,065 5,687 12,477 
３．退職給付引当金の増加額又
は減少額（△） 

  1,465 △2,076 5,058 

４．受取利息   △16 △5 △33 
５．支払利息   61 － 213 
６．固定資産売却益   △12 － △12 
７．固定資産除却損   253 49 244 
８．売上債権の増加額（△）又
は減少額 

  △65,408 37,249 △140,294 

９．たな卸資産の増加額（△）
又は減少額 

  △16,420 7,686 △7,439 

10．仕入債務の増加額又は減少
額（△） 

  6,136 △5,036 △3,086 

11．前受金の増加額   19,362 － － 
12．未払消費税等の増加額又は
減少額（△） 

  △3,780 1,378 △3,539 

13．その他   7,636 8,703 4,345 

小計   △40,276 63,510 △99,726 

14．利息の受取額   16 5 33 
15．利息の支払額   △61 － △213 
16．法人税等の支払額   △23,017 △2,945 △36,047 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

  △63,337 60,570 △135,954 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー 

        

１．有形固定資産の取得による
支出 

  △2,961 △212 △35,182 

２．有形固定資産の売却による
収入 

  95 － 95 

３．無形固定資産の取得による
支出 

  △2,158 － △2,158 

４．貸付金の回収による収入   300 1,590 600 
５．差入保証金の返還による収
入 

  500 － 500 

６．差入保証金の支払による支
出 

  △7,035 △30 △7,125 

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

  △11,259 1,347 △43,271 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー 

        

１．株式の発行による収入   1,800 － 1,800 
２．自己株式の取得による支出   △5,610 － △5,610 
３．配当金の支払額   △5,663 △5,820 △5,715 

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

  △9,473 △5,820 △9,525 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額
又は減少額（△） 

  △84,071 56,098 △188,751 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残
高 

  446,025 257,274 446,025 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高 

  361,954 313,372 257,274 

          



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

（1）たな卸資産 

仕掛品 

 個別法による原価法 

 ───── 

  

  

(1）たな卸資産 

仕掛品 

  個別法による原価法 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりです。 

建物     10～15年 

工具器具備品 ４～10年 

(1）有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）について

は定額法） 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりです。 

建物     10～15年 

工具器具備品 ４～10年 

  

(1）有形固定資産 

     同左 

  

  

  

 (2）無形固定資産 

ソフトウェア（自社利用分） 

 社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法 

(2）無形固定資産 

ソフトウェア（自社利用分） 

同左 

(2）無形固定資産 

ソフトウェア（自社利用分） 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

過去の貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上していま

す。 

 なお、当中間会計期間末にお

いては、貸倒実績及び貸倒懸念

債権等の回収不能見込額がない

ため、貸倒引当金は計上してい

ません。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

過去の貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上していま

す。 

 なお、当事業年度末において

は貸倒実績及び貸倒懸念債権等

の回収不能見込額がないため、

貸倒引当金は計上していませ

ん。 

 (2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

ています。 

 なお、退職給付債務は簡便法

に基づき計算しています。 

(2）退職給付引当金 

同左 

(2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき計上

しています。 

 なお、退職給付債務は簡便法

に基づき計算しています 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

４．収益及び費用の計上基準 請負開発売上高の計上基準 

 長期大規模開発（開発期間１年

以上かつ請負金額１億円以上）の

収益計上については進行基準によ

り、それ以外の請負開発について

は完成基準を採用しています。 

 なお、進行基準による請負開発

売上高は46,560千円です。 

請負開発売上高の計上基準 

 請負開発の収益計上については

進行基準によっています。 

（会計方針の変更） 

 従来、開発期間１年以上、か

つ、請負金額１億円以上の長期大

規模開発の収益計上については進

行基準により、それ以外の請負開

発の収益計上については完成基準

を採用していましたが、当中間会

計期間より全ての請負開発につい

て進行基準を適用する方法に変更

いたしました。 

 この変更は、最近における経済

環境の変化に伴い、請負開発金額

が小型化し、今後についてもその

傾向が継続することが見込まれる

こと及び長期大規模開発以外の請

負開発についても総見積原価の進

捗管理の精度が向上したことによ

り、請負開発の進捗状況に応じた

収益を合理的に計上することが可

能になったことから、より一層適

正な期間損益の把握を図るために

行ったものです。 

 なお、この変更より、従来と同

一の方法によった場合に比べ、売

上高が51,507千円、売上原価が

37,368千円、売上総利益、営業利

益、経常利益及び税引前中間純利

益が14,139千円増加しています。 

請負開発売上高の計上基準 

 長期大規模開発（開発期間１年

以上かつ請負金額１億円以上）の

収益計上については進行基準によ

り、それ以外の請負開発について

は完成基準を採用しています。 

 なお、進行基準による請負開発

売上高は163,574千円です。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっていま

す。 

同左 同左 

６．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヵ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっています。 

同左 同左 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しています。 

  なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は相殺のうえ、流動負

債の「その他」に含めて表示し

ています。  

(1）消費税等の会計処理 

  税抜方式を採用しています。 

(1) 消費税等の会計処理 

      同左 

 (2）中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期に

おいて予定している利益処分に

よる特別償却準備金の取崩を前

提として、当中間会計期間に係

る金額を計算しています。 

(2）      同左 ───── 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

 ────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 

 ────── 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

                   ──────  

  

  

  

  

  

 （中間貸借対照表）  

 「建物」は、前中間期まで、有形固定資産の「その他」

に含めて表示しておりましたが、当中間期末において金額

的重要性が増したため区分掲記しています。 

 なお、前中間期末の「建物」の金額は3,406千円です。 

  

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

 ──────  ──────  （法人事業税の外形標準課税） 

 実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会（平成

16年２月13日））が公表されたこと

に伴い、当事業年度から同実務対応

報告に基づき、法人事業税の付加価

値割及び資本割2,401千円を販売費及

び一般管理費として処理しておりま

す。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度末 
（平成17年６月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

40,912千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

44,429千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

43,222千円 

※２    ────── 

  

※２ 消費税等の取扱い 

  仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示してい

ます。 

※２    ────── 

  

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

 １ 減価償却実施額  １ 減価償却実施額  １ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,137千円

無形固定資産 3,817千円

有形固定資産 1,824千円

無形固定資産 3,817千円

有形固定資産 4,664千円

無形固定資産 7,635千円

※２ 営業外収益のうち主要なもの ※２ 営業外収益のうち主要なもの ※２ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 16千円 受取利息 

未払配当金除斥益

   5千円

  162千円

受取利息 33千円

※３ 営業外費用のうち主要なもの ※３    ────── ※３ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 61千円       支払利息 213千円

 ※４ 固定資産除却損 

工具器具備品 253千円

 ※４ 固定資産除却損 

工具器具備品 49千円

 ※４ 固定資産除却損 

工具器具備品 244千円

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

（平成16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在） （平成17年６月30日現在） 

現金及び預金勘定 361,954千円

現金及び現金同等物 361,954千円

現金及び預金勘定 313,372千円

現金及び現金同等物 313,372千円

現金及び預金勘定 257,274千円

現金及び現金同等物 257,274千円



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

車両運搬
具 

19,817 14,788 5,028 

  
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

中間期末
残高相当
額 
（千円）

車両運搬
具 

11,647 4,220 7,427

取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

車両運搬
具 

11,647 2,778 8,868

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額等 

 未経過リース料中間期末残高 

 相当額         

(2）未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 4,267千円

１年超 1,708千円

計 5,975千円

１年内 2,236千円

１年超 5,528千円

計 7,765千円

１年内 2,781千円

１年超 6,330千円

計 9,111千円

(3）支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

(3）支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損

損失 

(3）支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 2,820千円

減価償却費相当額 2,258千円

支払利息相当額 463千円

支払リース料 1,876千円

減価償却費相当額 1,441千円

支払利息相当額 530千円

支払リース料 4,294千円

減価償却費相当額 3,174千円

支払利息相当額 730千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っています。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっていま

す。 

(5）利息相当額の算定方法 

       同左 

  

  

  

  

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失 

 はありません。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成16年12月31日現在） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間末（平成17年12月31日現在） 

 該当事項はありません。 

前事業年度末（平成17年６月30日現在） 

 該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日） 

 当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日） 

 当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

 当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

１株当たり純資産額 22,653円11銭

１株当たり中間純利

益 
80円57銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益 
76円66銭

１株当たり純資産額 23,257円85銭

１株当たり中間純利

益 
220円01銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益 
210円18銭

１株当たり純資産額 23,287円85銭

１株当たり当期純利

益 
716円86銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 
683円45銭

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日)

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日)

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（千円） 1,901 5,221 16,967 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 1,901 5,221 16,967 

期中平均株式数（株） 23,605 23,735 23,669 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益 
      

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 1,204 1,110 1,157 

（うち新株予約権） (1,204) (1,110) (1,157) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

－ － － 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

新株予約権の発行について 

 平成16年９月24日開催の当社第８回定

時株主総会で決議した商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定に基づくストックオ

プションとしての新株予約権の発行につ

いて、平成17年１月28日開催の取締役会

において具体的な内容を決議し、下記の

とおり発行しました。 

①新株予約権の発行日 平成17年１月28日 

②新株予約権の発行数 69個 

③新株予約株の発行価格 無償 

④新株予約権の発行の目

的となる株式の種類及

び数 

普通株式 

69株 

⑤新株予約権の行使に際

しての払込価格 

１株当たり91,200円 

⑥新株予約権の行使期間 自平成19年10月１日 

至平成22年９月30日 

⑦新株予約権の割当を受

けた者及び数 

当社従業員 

42名 

 ────── 

  

    

    

    

    

  

    

    

  

    

  

 当社は平成17年９月28日開催

の定時株主総会において、商法

第280条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づき、当社の取締役、

監査役及び従業員に対し、特に

有利な条件をもって新株予約権

を発行することを決議いたしま

した。この詳細については、

「第４ 提出会社の状況 １．

株式等の状況 (7）ストックオ

プション制度の内容」に記載し

ております。 

  



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第９期）（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日）平成17年９月29日近畿財務局長に提出 

(2）自己株券買付状況報告書 

  報告期間 （自 平成17年６月１日 至 平成17年６月30日） 平成17年７月13日近畿財務局長に提出。 

 報告期間 （自 平成17年７月１日 至 平成17年７月31日） 平成17年８月11日近畿財務局長に提出。 

 報告期間 （自 平成17年８月１日 至 平成17年８月31日） 平成17年９月14日近畿財務局長に提出。 

 報告期間 （自 平成17年９月１日 至 平成17年９月28日） 平成17年10月13日近畿財務局長に提出。 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

     

    平成１７年３月２９日

株式会社アイ・ピー・エス     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 中川 一之  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 佐藤 陽子  印 

          

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社アイ・ピー・エスの平成１６年７月１日から平成１７年６月３０日までの第９期事業年度の中間会計期間（平成１６年

７月１日から平成１６年１２月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間

キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社アイ・ピー・エスの平成１６年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平

成１６年７月１日から平成１６年１２月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表

示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間財務諸表に添

付する形で別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

     

    平成１８年３月３０日

株式会社アイ・ピー・エス     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 中川 一之  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 岡本 髙郎  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 佐藤 陽子  印 

          

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社アイ・ピー・エスの平成１７年７月１日から平成１８年６月３０日までの第１０期事業年度の中間会計期間（平成１７

年７月１日から平成１７年１２月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中

間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社アイ・ピー・エスの平成１７年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平

成１７年７月１日から平成１７年１２月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表

示しているものと認める。 

追記情報 

 「中間財務諸表作成の基本となる重要な事項」４.収益及び費用の計上基準、請負開発売上高の計上基準（会計方針

の変更）に記載のとおり、会社は進行基準を適用する請負開発の範囲を変更した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間財務諸表に添

付する形で別途保管しております。 
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